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  テレワークの実施状況は？ 

～厚労省・ＬＩＮＥ株式会社の

調査より 

◆新型コロナウイルスの影響で急

速に広まったテレワーク 

新型コロナウイルス感染リスク防

止の観点から急速に広まったテレワ

ーク。騒動の中で急遽対応に迫られた

職場も多いことでしょう。業態やこれ

までの対応状況によっては実施が難

しいところもありますし、その実施内

容は職場によって大きく異なると思

いますが、全国的な実施率はどのよう

になっているのでしょうか。 

◆テレワーク実施率は 27％ 

厚生労働省は、LINE 株式会社と協

力して、LINE 株式会社の公式アカウ

ントにおいて、サービス登録者に対し

て「新型コロナ対策のための全国調

査」を３回にわたり実施し、その分析

結果を発表しています（第１回：３月

31 日－４月１日、第２回：４月５日

－６日、第３回：４月 12 日－13日実

施）。 

調査によると、オフィスワーク中

心（事務・企画・開発など）の人にお

けるテレワークの実施率は、第３回調

査時点で、全国平均で 27％でした。 

 

コロナ禍で、事業者の健康診断の延期

が認められています 

◆対応の概要 

・一般健康診断：令和２年６月末までの間、実

施時期を延期することができます。 

・特殊健康診断：実施することが義務づけられ

ていますが、十分な感染防止対策を講じること

が困難な場合などには、実施時期を６月末まで

延期することができます。 

◆一般健康診断 

事業者は、労働安全衛生法第 66 条第１項の規

定により、労働者の雇入れの直前または直後に

健康診断を実施することや、１年以内ごとに１

回定期に一般健康診断を行うことが義務づけら

れています。しかし、新型コロナウイルスの拡

がりにより、健康診断等の実施会場においても、

密閉・密集・密室といった「三密」空間での感

染拡大が懸念されるところから、一般健康診断

の実施時期については、令和２年６月末までの

間、延期することとして差し支えないこととさ

れました。 

現時点では新型コロナウイルス感染症の状況

を踏まえた令和２年６月末までに限られた対応

とされています。詳細は厚生労働省の「新型コ

ロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」

に掲載されていますが、随時更新されています

ので、こまめにチェックする必要があります。 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=107 

 

 

6 月の税務と労務の手続期限

［提出先・納付先］ 

1 日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始

＜7 月 10 日まで＞［労働基準監

督署］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収

税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の

提出＜前月以降に採用した労働

者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額

の納付［郵便局または銀行］ 

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税

の納付＜第 1 期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提

出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付

計器使用状況報告書の提出［公

共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保

険の被保険者でない場合）＜雇

入れ・離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

 （い い 労 務） 

緊急事態宣言前と比べて増加している

ものの、政府目標の「オフィス出勤者の

最低７割削減」には、この時点ではまだ

まだ届いていない状況です。 

緊急事態宣言が最初に発令された７都

府県だけで見ても、最も進んでいる東京

都で 52％、最も遅れている福岡県で 20％

と差があります。また、全国的には１割

にも届いていない地域が多いようです。 

◆テレワークはコロナ対策に限るも

のではない 

本調査は４月中旬までの状況を示した

ものですので、その後、また状況は変わ

っていることが予想されます。実際に、

これまでは「テレワークなんて無理だ・

関係ない」と考えていた企業においても、

この騒動の中で、どうにかテレワークを

実施できないか、テレワーク下でも滞り

なく業務を行えないかと試行錯誤してい

るところが多いのではないでしょうか。 

テレワークはコロナ対策だけに限るもの

ではありません。育児・介護、様々な災

害対応の面からも必要になってくるもの

です。テレワークの実施状況が今後の企

業経営にも大きく影響してくることにも

なりかねませんので、これを機に自社で

も真剣に検討していきたいところです。 

 

 
 


